
 

 

 

会員のみなさまへ 

８月１１日（日）「かんまき平和のつどい」 
９月７日（土）「まほろば平和音楽祭」 

今年も２つの企画成功に御協力をお願いいたします  

戦後 74年目の夏が来ました。昨年は6月米朝会談で「核戦争の

危機」がひとまず回避されましたが、今度はイラン危機です。その

きっかけは、トランプ大統領による核合意離脱です。「同盟国」アメ

リカの要請により、日米軍事行動にも道を開きかねません。私たち

は、憲法９条を支持する圧倒的多数の国民の世論を背に、戦争では

なく外交での事態打開をするよう強く求めていきましょう。 

今年も「平和のつどい」と「平和音楽祭」が催されます。どちら

にも多くの方が参加していただけるよう、御協力をお願いいたしま

す。（「つどい」は実行委員会主催、音楽祭は９条の会後援） 

かんまき平和のつどい は、 

映画「ムッちゃんの詩」の上映です。 

「ムッちゃん」こと山下睦子さん（12歳・

小 6）は、1945年 5月の横浜の空襲で家族を

亡くし、大分でいとこの香代さんに面倒を見て

もらうことになりました。彼女は料亭での住み

込み女中でしたが、ムッちゃんを置いてもらう

かわりに座敷で、酔客の相手をしなければなら

なくなりました。しかし、ムッちゃんが肺結核

にかかり、香代さんも亡くなったことから、ム

ッちゃんの防空壕での一人ぼっちの生活が始

まります…。この話はムッちゃんの友達だった

中尾町子さん（マコちゃん）が 1977年に新聞

投稿したことから話題になり、絵本やこの映画

にまでなりました。ぜひ、お誘いあわせの上参

加して下さい。 

（入場無料、カンパ歓迎） 

まほろば平和音楽祭  

今年のゲストは、Chamber Ensemble Maple

（チェンバー・アンサンブル・ メープル）で

す。7人編成で、いずれもオーケストラや指導

者として活躍されておられます。チェンバロの

響きをメインにして、バッハの名曲を披露して

くれます。他にも、朗読・子どもの合唱・菊の

会・ザ縄文人と上牧の方が大勢頑張っておられ

ます。多彩な内容でたったの 500円。チケット

は、手遅れにならないようお早めに確保して下さ

い。「チケット何枚希望します。」「声をかけますの

で、チラシや協力券を何枚下さい。」などのご連絡

をいただければ幸いです。（代表：芦辺 72-0925）

「かんまき９条の会」ニュース  
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映画「ムッちゃんのうた」 

８月１１日（日）14：00開会

2000年会館多目的室 



 



９／７まほろば平和音楽祭で演奏されるバッハの作品 

○ブランデンブルク協奏曲第5番二長調BWV1050（Ⅰ）AIlegro（Ⅱ）Affettuoso （Ⅲ）AIlegro 

○管弦楽組曲第3番BWV1068よりアリア(Ｇ線上のアリア) 

○教会カンタータ BWV147より終曲(主よ人の望みの喜びよ)  

J．S.バッハ(1685年～1750年)は1000曲を超える曲を残し、後の音楽の基礎

を築いた大作曲家です。最初にお届けするブランデンブルク協奏曲第5番はバッ

ハが 36歳で作曲した、三つの楽章から成る 20分程の作品です。バッハ自身が特

注したチェンバロが、独奏楽器であるフルートとヴァイオリンとともに大活躍し

ます。後代の｢ピアノ協奏曲｣というスタイルの祖となった作品でもあります。 

二曲目、｢Ｇ線上のアリア｣として親しまれているこの曲は、管弦楽組曲3番の

第 2曲目として書かれました。今では有名なこの曲ですが、バッハの没後100年ほどはあまり演奏

される機会はなかったようです。 

最後に演奏する｢主よ人の望みの喜びよ｣は、バッハが 38歳のとき礼拝のために作曲した｢教会カ

ンタータ BWV147｣の中の最後の曲です。本日は再びフルートも入った編成でお届けします。 

 

６月２２日（土）14:00から 2000年会館会議室１で行われた「上牧憲法サロ

ン」は会場いっぱい35名の参加で盛り上がりました。 

菊の会の演奏（岸壁の母・奈良の子守唄）は大迫力でした。ペガサスホール

の正面入口にある広島市から寄贈された被爆アオギリ２世の木をうたった「ア

オギリのうた」紹介の後は、詩人の熊井三郎氏の朗読でした。自作の詩を含め

て３作品を紹介していただきました。 

ＤＶＤ「憲法と自衛隊」視聴の後、世話人から２本の報告（Ⅰ）「９条でこそ平和な未来が」 

(石丸)、 （Ⅱ）「軍事費について」 (田中) を受け、質疑討論をしました。 

安倍首相「改憲議論を加速する」 

学習会では、安倍改憲案の狙いが明らかになりました。憲法９条は残すがそ

の後ろに「～必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織とし

て自衛隊を保持する。」と書き加え、自衛のためと称してどんな軍事行動も可

能にする、すなわち９条を実質無いものにすることです。安倍首相は、「性急

な改憲を望まない」という参議院選挙の国民の審判を受けても、執拗に改憲を狙っています。 
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